
府中市市民課広告付き窓口案内システム設置事業者選定に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

１ 目的 

府中市市民課窓口において、窓口及び待合ロビーの混雑緩和、待合時間の短縮を目的とし、来庁

者へのよりよいサービスを提供するために手続き内容に応じた受付番号を出力する発券機、窓口の

待ち状況を表示するモニター、証明書の交付準備が整った者へのお呼び出し機能を備えた窓口案内

システムを導入する。 

設置事業者の選定は、設置希望事業者者を公募し、プロポーザル方式により決定する。 

導入にあたっては、事業の実施に係る一切の費用（機器等の設置・運営・維持及び撤去、広告主

の募集・広告の制作その他広告事業の実施に係る費用、その他全ての費用）については設置事業者

の負担とし、当市の費用負担がないことを前提とする。 

 

２ 事業概要 

（1）事業名称 府中市市民課広告付き窓口案内システム設置事業 

（2）事業場所 府中市本庁舎（府中市府川町３１５番地）１階市民課窓口及び待合スペース 

（3）事業内容 「府中市市民課広告付き窓口案内システム設置事業仕様書」のとおり。 

（4）事業期間 令和８年３月２日から令和１３年 3 月 1 日まで。ただし、協定書締結日から事業

開始日の前日までは、機器の設置・調整、広告主募集、職員研修等に伴う準備期

間とする。なお、事業期間満了後に機器等を撤去する場合、その期間も事業期間

に含むものとする。 

 

３ 参加資格 

（1）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（2）公募開始の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、府中市物品の買入れ等に関

する指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱（平成１８年府中市告示第１３７

号）の規定に基づく指名除外の措置要件に該当しない者であること。 

（3）公募開始の日から契約締結日までのいずれの日においても、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（4）国税及び府中市税を滞納していない者であること。（府中市への納税義務がない場合は府中

市税に関するものは除外する。） 

（5）平成３０年４月 1 日以降に、日本国内の官公庁施設における窓口案内システムの設置・運用

に係る広告事業の実施実績がある者であること。 

 

４ 募集スケジュール 

公募開始（実施要領等の公表、配布開始） 令和７年１２月８日（月） 

質問書の提出期限 令和７年１２月１５日（月）１７時 

参加表明書・企画提案書の提出期限 令和７年１２月２２日（月）１７時 



ヒアリング日時の通知（電子メール） 令和７年１２月２３日（火） 

ヒアリング実施日 令和７年１２月２５日（木） 

選定結果通知 令和７年１２月２６日（金） 

協議・協定書締結 令和８年１月中 

設置作業 令和８年２月下旬 

業務開始 令和８年３月 2 日（月） 

※現時点の予定であり、今後変更する場合がある。 

５ 質問及び回答） 

本プロポーザルの実施に関し、不明な点がある場合は、次の方法により質問を受け付ける。 

（1）提出期限 令和７年１２月１５日（月）１７時まで（必着） 

（2）提出先  府中市市民課（E-mail：shimin@city.fuchu.hiroshima.jp TEL：0847-44-9142） 

（3）提出方法 質問書（様式第１号）に質問事項を箇条書きで記載し、電子メールで提出するこ

と。※受信確認のため提出した際は、電話でその旨を連絡すること。 

（4）回答方法 回答書は、令和７年１２月１７日（水）までに府中市ホームページ上に掲載す

る。（原則、電話・口頭等による質問には応じない。なお、質問の回答書の内容

は、本実施要領の追加又は修正とみなすことができるものとする。） 

 

６ 参加表明書・企画提案書の提出方法 

（1）提出期限 令和７年１２月２２日（月）１７時まで（必着） 

（2）提出先  府中市市民課 

（3）提出方法 電子メールにて申し込むものとする。ただし、（4）提出書類 オ別途提出書類

（該当者のみ ※印参照）各１部については、持参又は郵送とする。（持参の場合

の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く８時３０分から１２時まで及び１３

時から１７時までとする。また、郵送の場合は必着とする。） 

（4）提出書類   

ア 参加表明書（様式第２号） 

   イ 事業実績書（様式第３号） 

   ウ 価格提案書（様式第４号） 

・提案する価格は、広告料及び当市に納付する行政情報・広告表示モニター使用に係

る１年間の電気使用料相当分の金額（消費税及び地方消費税を除く）とする。 

   エ 企画提案書（任意様式） 

       ※作成方法 

      ・様式 A4 判、任意様式、ページ番号付 

      ・企画提案書の構成 

企画提案書は「表紙・目次・本編」で構成し、本編は、別表「審査基準」の各項目

（ただし、「価格提案評価」に関する記述を除く。）を網羅する内容で構成すること。 

オ 別途提出書類 

※令和 7・8・9 年度物品関係・委託役務等競争入札参加資格者名簿又は令和 7・8 年度

府中市測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿に登載されている者以外
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の者が参加表明書を提出する場合、次の書類を各１部提出すること。 

また、各種証明書は申請日以前３ヵ月以内に証明されたものを提出すること。 

（ア）商業登記簿謄本（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書）の写し 

（イ）印鑑証明書の写し 

（ウ）財務諸表（貸借対照表、損益計算書）の写し（直近１年分） 

（エ）市税の納税証明書 ※写し不可、府中市に納税義務がないときは不要 

（オ）消費税及び地方消費税の納税証明書の写し 

（5）参加の辞退 参加表明書の提出後、参加を辞退する場合は、代表者名・押印による任意様式

の書面で申し出ること。 

 

７ 選定方法 

（1）選定委員会の設置 

企画提案の審査及び設置事業者の候補者を選定するため、市職員で構成する選定委員会を

設置する。 

（2）審査及び選定 

選定委員会において、別表の審査基準に基づき採点し、最も点数の高かった提出者を候補

者として選定する。 

（3）ヒアリング 

企画提案の内容確認及び審査のため、選定委員会においてヒアリングを実施する。 

ア 実施日 令和７年１２月２５日（木）予定 

イ 実施場所 府中市役所本庁舎内会議室（府中市府川町３１５番地） 

ウ 実施方法 

（ア） １社につき５０分程度（説明３０分、質疑２０分）を予定している。 

（イ） ６５インチモニター、HDMI ケーブル、電源は市が用意する。その他の機材を使用

する場合は、各提出者が準備すること。 

  エ 備考 

（ア） 提出者ごとのヒアリングの日時・場所は、別途通知する。 

（イ） 市及び事業者の協議により、オンラインで行う場合がある。 

（4）失格事項 次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

 ア 参加資格の要件を満たしていない場合、又は満たさなくなった場合 

 イ 提出書類に虚偽の記載があった場合、又は提出書類に不備があった場合 

 ウ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 エ ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合 

 

８ 協定書の締結等 

 （1）当市は、候補者と協議し、設置事業者としての適格性の審査を行った上で、提案内容を反

映した協定書を締結する。 

 （2）候補者は協定書締結に向けて当市と協議し、協力すること。 

 （3）協定書締結後、当市の指示に基づき、行政財産目的外使用許可の申請を行うこと。 



 （4）当市は、候補者との協議が調わない場合、又は候補者が失格となった場合は、次点者と協

議を行うものとする。 

 

９ その他 

 （1）企画提案書の提出は、１社につき１案とする。 

 （2）提出書類は返却しない。また、提出後の差し替え及び追加、削除は認めない。 

 （3）参加表明及び企画提案に要する経費は、提出者の負担とする。 

 （4）企画提案者の著作権は、各提出者に帰属する。ただし、当市と協定書締結に至った者が作

成した企画提案書については、市が必要と認める範囲に限り、提案者の同意を得てその一

部又は全部を無償で使用することができるものとする。 

 （5）提出書類については、著作権法（昭和４５年５月６日法律第４８号）第１８条第３項第３

号の意思表示がない場合、府中市情報公開条例（平成１１年９月２７日条例第１６号）に

基づき公開する。 

１０ 書類提出及び問い合わせ先 

府中市 市民生活部 市民課 

所在地：〒726-8601 広島県府中市府川町３１５番地 

電話：0847-44-9142（直通） FAX：0847-46-3450（代表） 

E-mail：shimin@city.fuchu.hiroshima.jp 
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                 審査基準 

 

項目 審査基準 点数 

事業者評価 関連業務の実績  １０点 

事業者の適格性 

（業務理解、業務開始日までの工程、ヒアリングへの対応など） 

※説明時間を大幅に超過した場合等は減点します。 

 

  ５点 

企画提案評価 機器の構成及び仕様 

（機器の機能性及び想定業務への対応、職員の操作性、設定可能

内容の充実度、来庁者のわかりやすさ・呼び出し音の聞こえやす

さへの配慮 など） 

    

３０点 

窓口業務運用に併せた機器構成等の変更への対応 

（機器の増設・移転、表示画面の変更への対応の容易さ など） 

 

 １０点 

表示モニターの構成及び仕様、配置、掲載情報 

（画面サイズ・配置など来庁者のわかりやすさへの配慮、行政情

報発信ツールとしての価値 など） 

    

 １０点 

保守・サポート体制 

（職員研修、職員の操作習得に対する支援、消耗品の補充、機器

不具合・広告苦情等への対応方法など） 

    

 ２０点 

広告掲載の表示方法及び広告主の選定方法  １０点 

価格提案評価 広告料及び当市に納付する行政情報・広告表示モニター使用に係

る１年間の電気使用料相当分の金額 

（最高額提案事業者を 5 点、次点を 3 点、以下 1 点とする） 

  ５点 

                     計 １００点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


